
別記様式第８号（第５条関係）

抽 出 案 件 説 明 書（随意契約）

入札執行課： 事業部 都市整備課

工事担当課： 事業部 都市整備課

整理番号 24

工事等名 令和２年度 僧坊・前川線他交通安全灯新設工事

工事等概要

（道路維持工事）

交通安全灯新設 Ｎ＝９基

随意契約とした理由

本工事は歩行者等の安全確保を目的として、交通安全灯の整備を行うもの

であり、整備後に想定される照明器具の故障や球切れ等に対して安全上・防

犯上の観点から迅速に対応できるよう業者と契約する必要があります。

また、本町の交通安全灯については、地区ごとに担当業者を決定して維持

管理を実施しており、新設についても、設置後の維持管理について当該地区

を担当する業者に依頼することになるため、当該担当業者を請負業者として

選定することとしています。

このことより、性質または目的が一般競争入札に適しないため、地方自治

法施行令第 167条の 2第 1項第 2号に基づき、随意契約を行ったものです。

【根拠法令】

・地方自治法施行令第 167条の 2第 1項第 2号

契約経過

見積依頼 令和３年１月８日 依頼者数 １者

見積徴取 令和３年１月１３日 見積者 １者

予定価格 円（税込）

契約業者名 共立電業（株）

契約金額 1,870,000円（税込） 落札率 %

案件⑦




